
京都市醍醐交流会館条例の一部を改正する条例（平成３１年３月２８日京都市条例第  

号）（都市計画局都市企画部都市総務課） 

  消費税法及び地方税法の一部改正により，消費税及び地方消費税の税率が引き上げら

れることに伴い，京都市醍醐交流会館の使用料の適正化を図るため，次のとおり改定す

ることとしました。 

  京都市醍醐交流会館の使用料を次のとおり改定することとしました。 

区    分 
使        用         料 

改    正    前 改    正    後 
午 前 午 後 夜 間 午 前 午 後 夜 間 

ホール 
日曜日，土曜

日及び休日 
円 

 19,740 

円 

 25,920 

 円 

29,620 

円 

 20,110 

円 

 26,400 

 円 

30,170 

その他の日  16,040  19,740  23,450  16,340  20,110 23,880 

第１会議室及び第２

会議室  3,080  3,900  4,730  3,140  3,980  4,810 

第 ３ 会 議 室  2,260  2,880  3,290  2,300  2,930  3,350 

和 室 Ａ  1,020  1,330  1,440  1,040  1,360  1,460 

和 室 Ｂ   820 1,130  1,230  830  1,150  1,250 

音 楽 ス タ ジ オ  2,260  2,880  3,290  2,300  2,930  3,350 

  この条例は，平成３１年１０月１日から施行することとしました。 

  なお，使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は，公布の日から行

うことができることとしました。 
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京都市醍醐交流会館条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成３１年３月２８日 

京都市長  門 川 大 作   

京都市条例第   号 

京都市醍醐交流会館条例の一部を改正する条例 

京都市醍醐交流会館条例の一部を次のように改正する。 

           「 

 別表備考以外の部分中 

円 円 円 

  を 

１９，７４０ ２５，９２０ ２９，６２０ 

１６，０４０ １９，７４０ ２３，４５０ 

３，０８０ ３，９００ ４，７３０ 

２，２６０ ２，８８０ ３，２９０ 

１，０２０ １，３３０ １，４４０ 

８２０ １，１３０ １，２３０ 

２，２６０ ２，８８０ ３，２９０ 

                                     」 

「 

円 円 円 

 に改める。 

２０，１１０ ２６，４００ ３０，１７０ 

１６，３４０ ２０，１１０ ２３，８８０ 

３，１４０ ３，９８０ ４，８１０ 

２，３００ ２，９３０ ３，３５０ 

１，０４０ １，３６０ １，４６０ 

８３０ １， １５０ １，２５０ 

２，３００ ２，９３０ ３，３５０ 

                          」 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３１年１０月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日

から施行する。 

（準備行為） 

６１



２ この条例による改正後の京都市醍醐交流会館条例（以下「改正後の条例」という。）

の規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は，この条

例の施行前においても行うことができる。 

（適用区分） 

３ 改正後の条例の規定は，この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適

用し，同日前の使用に係る使用料については，なお従前の例による。 

（都市計画局都市企画部都市総務課） 


